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登録年月日  令和   年   月   日 

                 

登 録 番 号 茨城県知事登録 第     号 

 

 

 

 

 

 

建築士事務所登録申請書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請年月日     令和３年１月４日     （申請する日付を記入） 

 

 

登録申請者住所   水戸市笠原町 978 番地 30   

（法人の場合は法人の所在地、個人の場合は個人の住所を記載すること） 

 

登録申請事務所の名称  茨城建築設計事務所 

 

登録申請者氏名     

 株式会社茨城建築設計事務所  （申請法人の名称記入） 

法人申請の場合  代表取締役          （申請者役職名を記入） 

            茨城 太郎          （申請者の氏名を記入） 

 

   個人申請の場合  茨城 太郎          （申請者氏名を記入） 

建築士事務所登録申請書等記入例 

※記入しないでください。 

(一社)茨城県建築士事務所協会作成 
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建築士法に基づいて，別冊のとおり登録申請書を提出するので，手数料を納付します。 

 （※手数料は現金となります。） 

 

一級建築士事務所登録の場合 17,000 円 

二級建築士事務所登録の場合 12,000 円 

木造建築士事務所登録の場合 12,000 円 

 

※登録手数料は、現金となります。

窓口でお支払いください。 
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第五号書式 

 

         建築士事務所登録申請書 
 ※手   数   料 

令和 年 月 日 手数料納入済 

 （※手数料は現金又は振込み） 

 

    建築士事務所の登録を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は 

    事実に相違ありません。 

      令和３年１月４日（申請する日付を記入する。） 

                          株式会社茨城建築設計事務所 

                 登録申請者氏名  代表取締役 茨城 太郎  

                        

  指定登録事務機関 

  一般社団法人茨城県建築士事務所協会会長      殿 

  

名      称  茨城
いばらき

建築
けんちく

設計
せっけい

事務所
じ む し ょ

 

所 在 地 
〒310－0852  電話（029）305－7771 

 茨城県水戸市笠原町 978 番地 30 建築会館 201 号 

一級建築士事務所 

二級建築士事務所 

木造建築士事務所の別 

 

一級建築士事務所 

   

氏      名 

 建築士 

の資格 

 

住      所 
〒  －      電話（  ）   － 

  

名      称 
株式
かぶしき

会社
がいしゃ

茨城
いばらき

建築
けんちく

設計
せっけい

事務所
じ む し ょ

 

事 務 所 所 在 地 茨城県水戸市笠原町 978 番地 30 

役 員 の 氏 名 

及 び 役 名 
代表取締役 茨城 太郎 

  

氏      名 

いばらきじろう 

茨城 二郎 
登 録 番 号  123678 

一級建築士、二級

建築士又は木造建

築士の別 

   一級   建築士 

登録を受けた都道
府県名（二級建築士
又は木造建築士の
場合） 

 

管理建築士講習を

修了した年月日 
平成  年  月  日 修了証番号  第     号 

現登録年月日及び登録番号 

令和  年   月   日 

茨城県知事 

 

  

 ※登録年月日及び 

 登 録 番 号 

令和  年   月   日 

茨城県知事 

※記載については，別紙「建築士事務所登録申請書の作成手引」及び「記入例」を参照のこと。 

一級 

二級 

木造 

一級 

二級 

木造 

ふ り が な 

建

築

士

事

務

所 

登

録

申

請

者 

個
人
で
あ
る
と
き 

ふ り が な 

ふ り が な 

ふ り が な 

法

人

で

あ

る

と

き 

一級建築士□ 
二級建築士□ 
木造建築士□ 
な   し□ 

※
審 

査 

※印欄には、記入しないでください。 

第     号 

第     号 

建

築

士 

を

管

理

す

る 

建
築
士
事
務
所 

個人の申請の場合は 

申請者名 

法人申請の場合は 

法人名称、役職、 

代表者名 

個人申請の場合に記入します。 

※該当するものにレ点

記入してください。 

更
新
□ 

新
規
レ 

更新の場合に記入してください。 

※記入しないでください。 
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第六号書式 

添付書類（イ） 

業 務 概 要 書 
 

注 文 者 
建築物所在

地都道府県 

建築物の名称 

及 び 用 途 
構造及び規模 業 務 内 容 期  間 

該当なし      

 
     

茨城県 茨城県 茨城学校 
RC 造 4 階建 

3,000 ㎡ 
設計、工事監理 

H21.3.1～ 

H19.3.31 

水戸市 茨城県 水戸学校 
RC 造 3 階建 

2,000 ㎡ 
工事監理 

H194.1～ 

H20.3.31 

 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※記載については，別紙「建築士事務所登録申請書の作成手引」及び「記入例」を参照のこと。 

 

※・新規の場合は、業務概要書は、記入しないで提出してください。 

 ・更新の場合は、登録期間 5年間の実績を記入して下さい。 

  ただし、何枚にもなってしまう場合は 1枚にまとめて頂いて結構です。 

 ・対象となる業務は、建築士事務所としての業務(設計、工事監理)のほか、

建築士法第 21 条に規定されているものも記入して下さい。 

  （その他業務：代願業務等も含みます。）） 

 ・記載する業務がない場合は、「該当なし」と記入してください。 

更新申請するときの記入例です 
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添付書類（ロ） 

所 属 建 築 士 名 簿 
 

 

 

 

氏    名 

1 級建築士、

二級建築士

又は木造建

築士の別 

登録番号 

登録をうけた都

道府県（二級建

築士又は木造建

築士の場合） 

構造設計一級建

築士又は設備設

計一級建築士で

ある場合にあっ

てはその旨 

構造設計一級

建築士証又は

設備設計一級

建築士証の交

付番号 

いばらき じろう 

茨城 二郎 

 

一級建築士 

 

123678 
   

いばらき たろう 

茨城 太郎 

 

一級建築士 

 

123456 
   

みと ごろう 

水戸 五郎 

 

二級建築士 

 

98765 

 

茨城県 
  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

        一級建築士        2  名 

      計 二級建築士        1  名 

        木造建築士          名 

        構造設計一級建築士      名 

        設備設計一級建築士      名 

 ※記載については，別紙「建築士事務所登録申請書の作成手引」及び「記入例」を参照のこと。 

 

 

 

 

ふ り が な 

※一級は未記入 

※計の欄も記入して下さい。 

※所属する建築士を記入して下さい。（管理建築士を含む） 
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添付書類（ハ） 

略   歴   書（登録申請者） 

 

氏      名   茨城 太郎    生年月日 昭和 50 年 4 月 1 日 

建 築 士 の 資 格 

一級建築士□レ  

二級建築士□ 

木造建築士□ 

な   し□ 

登

録

番

号 

 

123456 

 

 

登録を受けた都道

府県名（二級建築士

又は木造建築士の

場合 

 

 

学 

 

 

歴 

年 月 日 学校名及び学科名 卒業・終了・中退の別 

平成 10 年 3 月 31 日 ○○大学工学部建築学科  卒業 

 

 

 

 

 

 

職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴 

期    間 
勤    務    先 地   位・職   名 

 年 月～ 年 月 

 

H21 年 4 月～現在に至る 

 

H14 年 4 月～H21 年 3 月 

 

H10 年 4 月～H30 年 3 月 

 

 

株式会社茨城建築設計事務所 

 

大阪建築設計事務所 

 

東京建築設計事務所 

 

 

代表取締役 

 

課長 

 

主任 
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添付書類（ハ）の 2 

略   歴   書（管理建築士） 

 

氏      名 茨城 二郎    生年月日 昭和 53 年 5 月 5 日 

建 築 士 の 資 格 

一級建築士□レ  

二級建築士□ 

木造建築士□ 

な   し□ 

登

録

番

号 

 

123678 

 

 

登録を受けた都道

府県名（二級建築

士又は木造建築士

の場合 

 

 

学 

 

 

歴 

年 月 日 学校名及び学科名 卒業・終了・中退の別 

平成 15 年 3 月 31 日 △△大学工学部建築学科  卒業 

 

 

 

 

 

 

職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴 

期    間 
勤    務    先 地   位・職   名 

 年 月～ 年 月 

 

H21 年 4 月～現在に至る 

 

H15 年 4 月～H21 年 3 月 

 

 

株式会社茨城建築設計事務所 

 

大阪建築設計事務所 

 

 

取締役 

 

主任 

 

※・管理建築士が開設者を兼ねている場合には、省略できます。 
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案  内  図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最寄り駅や主要国道，県道などを目印として記入し，事務所への交通が分かるような地図を添付

又は記入してください。（手書きでも可） 

※・原則として、ボールペンで記入してください。 

・事務所までの経路がわかるように記入してください。 
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  添付書類(二) 

誓 約 書 
   

登録申請者（営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人

（法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）及び登録申請者が法人であ

る場合における当該法人の役員を含む。）が下記のいずれにも該当しないことを誓約しま

す。 

令和 3 年 1 月 4 日  （申請する日付を記入）  

                     株式会社茨城建築設計事務所  

       登録申請者の氏名又は名称 代表取締役  茨城  太郎   

 指定事務所登録機関 

  一般社団法人茨城県建築士事務所協会会長          殿 

記 

１ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

２ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から５年を経過しない者 

３ 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せら

れ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しな

い者 

４ 建築士法第９条第１項第４号又は第10条第１項の規定により一級建築士、二級建築士

又は木造建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者 

５ 建築士法第26条第１項又は第２項の規定により建築士事務所について登録を取り消

され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者（当該登録を取り消された者が

法人である場合においては、その取消しの原因となった事実があつた日以前１年内にそ

の法人の役員であった者でその取消しの日から起算して５年を経過しないもの） 

６ 建築士法第26条第２項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期

間が経過しない者（当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因

となった事実があつた日以前１年内にその法人の役員であった者でその閉鎖の期間が

経過しないもの） 

７ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６

号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過し

ない者（第９号において「暴力団員等」という。） 

８ 精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判

断及び意思疎通を適正に行うことができない者 

９ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

10 建築士事務所について建築士法第24条第１項及び第２項に規定する要件を欠く者 

11 禁錮以上の刑に処せられた者（２に該当する者を除く｡） 

12 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ

た者（３に該当する者を除く｡） 

      

〔記入注意〕  

１ 登録申請者が法人である場合には、法人の代表者の氏名を併せて記載してください。 

２ ２から９まで、11又は12のいずれかに該当するときは、該当事項を抹消し、かつ、上

欄にその事実をできるだけ詳細に記入してください。 

 

 


